
補塡金の趣旨と単価

配合飼料価格高騰緊急特別対策のご案内
～飼料価格高騰に直面する畜産農家の皆様を支援します～

飼料価格の高騰による畜産経営への影響緩和のため

生産コスト削減や飼料自給率向上に取り組む生産者に

対して、飼料価格上昇分の一部を補塡します。

令和４年度第3四半期の緊急対策を拡大し、第4四半期
（令和５年１-3月期）も補塡金を交付します。

【補塡単価： 8,500円／トン】
（配合飼料価格安定制度に加入している方が対象です。）

支援のイメージ

申請に必要なもの

第3四半期の事業に参加された方は、申請書のみ（取組
確認表は不要）です。
新規に申請される場合、申請書のほか、生産コスト削減や飼料自給率向上に向けた計画書

（取組確認表）が必要です。

配合飼料価格の高止まりによる生産者の実負担額増加を抑制するため、令和
４年度第３四半期（令和４年10-12月期）の緊急対策を拡大し、配合飼料価格安
定制度による補塡金とは別に、令和４年度第４四半期（令和５年１-3月期）にも、
生産コスト削減等に取り組む生産者に対して補塡金を交付します。
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令和４年度第４四半期（令和５年１-３⽉期）



申請書の記載（1枚目）

申請書の記載（2枚目）

✓

✓

申請⽇を記⼊してください

加⼊されている基⾦団体につ
いて記⼊してください。印鑑
は不要です。

該当する情報を記⼊してくだ
さい。法⼈名と代表者名が同
⼀の場合は、⽒名⼜は法⼈の
代表者名は省略可能です。

第３四半期からの継続で事
業に参加される⽅は、記載事
項をご確認の上、同意された
場合に、該当欄にチェックを
⼊れてください。
（本事業の交付には、両欄に
チェックを⼊れていただくこ
とが必要です。）
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4月以降配合飼料価格安定制度の申請先である、

各都道府県の農協や基金協会に申請・お問い合わせください。

申請方法
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今後のスケジュールは、概ね以下のとおりです。

スケジュール

取組主体等に対する事業説明会

→順次生産者への情報連絡

→次第、生産者からの申請

対象数量（令和４年度第4四半期の配合
飼料購入量）が確定

生産者への補塡金の交付

令和5年3月下旬
～令和5年4月上旬

令和5年4月下旬

令和５年5月下旬～

新規申請の方へ

第3四半期の事業に参加しておらず、第4四半期から本事

業に申請される方は、申請書の他に、生産コスト削減や飼料

自給率向上に向けた計画書（取組確認表）が必要です。

✓
コスト削減等に
向けた計画書
（取組確認表）

記載例
アの右欄の□に✓を記⼊
してください。



Ｑ＆Ａ
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問 い 答 え

❶ 新たにコスト削減等
の取組を行う必要が
ありますか。

・第3四半期の事業に参加されていた方は、新たに取
り組みを追加していただく必要はありません。
・新たに参加される方は、生産コストの削減や飼料自
給率の向上に係る計画（取組確認表）を作成してい
ただきます。

❷ 要件について、
変更はありますか。 ・補塡金の対象となるための要件は変更ありません。

❸ 補塡金が交付され
るのはいつになりま
すか。

・令和5年5月末以降順次交付する予定としています。

❹ いつ補塡金の申請
をしたらいいですか。

・配合飼料価格安定制度の基金団体の定める時期（令
和５年4月下旬～5月上旬）までに、配合飼料価格安
定制度の申請先である、各都道府県の農協や基金協
会に申請してください。

❺ 交付対象となる配
合飼料の数量とは何
ですか。

・交付対象は、令和４年度第4四半期（令和５年１-3月
期）の配合飼料購入数量です。

・ただし、実際の購入数量が配合飼料価格安定制度の
価格差補塡の契約数量を上回る場合には、当該契約
数量が上限となります。

お問い合わせ先

●申請方法に関するお問い合わせ先
配合飼料価格安定制度の申請先である、各都道府県の農協や
配合飼料基金協会にお問い合わせください。

●配合飼料価格高騰緊急特別対策に関するお問い合わせ先

農林水産省畜産局飼料課 （０３－６７４４－７１９２）


